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令和３年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

令和３年３月11日（木） 

                                          

（午前10時40分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第24 議案第１号 令和２年度橋本市

一般会計補正予算（第15号）に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第24 議案第１

号 令和２年度橋本市一般会計補正予算（第

15号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により、歳出から款

別に行います。 

 補正予算説明書の令和２年度一般会計補正

予算（第15号）の27ページをお開きください。 

 まず、１款議会費、27ページから28ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、１款を終わります。 

 次に、２款総務費、27ページから40ページ

まで、質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）４箇所あります。 

 まず一つ目、28ページの退職手当。当初予

算では２億2,066万1,000円でした。それに１

億6,243万3,000円が追加されるということだ

と思うんですけれども、途中の補正予算はよ

くわからないんですが、これは人数的に当初

のときと変わっているのか、その理由につい

てご説明をお願いします。 

 32ページの自治会に要する経費のコミュニ

ティ助成事業補助金250万円、これの説明をお

願いいたします。 

 34ページの災害対策に要する経費のうち、

18番のコミュニティ助成事業補助金、これに

ついてもご説明をお願いします。 

 それと36ページ、特別定額給付金がマイナ

ス2,100万円になっています。これは結局、申

請されずに受けなかった方がどのぐらいいら

っしゃったのか。また、この減額については

国のほうに返すのかどうかということについ

てお尋ねします。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）まず私のほう

から、一点目と三点目についてお答えさせて

いただきます。 

 まず一点目の退職手当の件なんですけども、

当初予算では定年退職分のみ見込んでおりま

した。今回、新たに勧奨あるいは自己都合と

いうことで12人の方が退職されることになり

ました。それに対する退職金１億6,243万

3,000円を計上させていただいております。 

 そして、三点目の、ページ数で言うと34ペ

ージですか、このコミュニティ助成事業160

万円の増額理由ですけれども、これについて

は賢堂区の自主防災会、これに対するコミュ

ニティ助成がついておりますので、今回の補

正で上げさせていただきました。内容につき

ましては、防災倉庫などの機材の購入という

ような内容になっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）32ページの自治会

に要する経費のコミュニティ助成250万円で

すけれども、これにつきましては古佐田区が

行うコミュニティ活動備品の整備に対してコ

ミュニティ助成の決定を受けましたので、今

回補正予算を上げさせていただきました。内
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容につきましては、スタックテーブル25台と

パイプチェア100脚ほかとなっております。 

○議長（土井裕美子君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）特別定額給付

金の減額予算2,100万円についてですけども、

橋本市の当初の定額給付金の給付対象者とし

ましては６万2,165名、世帯にしまして２万

7,291世帯を予定しておりました。給付済みと

しましては、対象者が６万2,047人、世帯数と

して２万7,186世帯を給付したことになりま

す。その差が未給付ということで、人数にし

て118人、世帯にして105世帯が未給付となっ

ておりまして、給付率としましては、対象者

で99.8％、世帯数で99.6％の給付率となって

おります。 

 今回減額の補正予算ですけども、実際の給

付した額しか国の補助は認めてもらえません

ので、返すといいますか、給付した人数に対

する給付額に対しての国費補助ということに

なります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、２

款を終わります。 

 次に、３款民生費、４款衛生費、39ページ

から52ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、３

款、４款を終わります。 

 次に、５款労働費、６款農林水産業費、７

款、商工費、51ページから60ページまで、質

疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）58ページの商工振興に

要する経費で生活応援クーポン券助成金、マ

イナス1,200万円なんですけれども、結局、支

給はしたけども使われなかったということだ

ったと思うんですが、実際にはどのぐらい使

われたのか。また、この分の減額は後どのよ

うに使われるのかお尋ねします。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）議員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 まず生活応援クーポン助成金につきまして

は、1,200万円の不用額を上げさせていただい

ています。３月末までの見込みとして、合わ

せて６億4,636万5,000円ということになりま

す。今現在も事業所のほうには支払い等をし

ておりますし、３月末までの使用については

４月以降支払われる予定を見込んでおります

ので、その分の2,000万円も含めて実績で予想

を立てさせていただいて、不用額の1,200万円

というのを算出させていただきました。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）もう一点聞いたんです。 

○議長（土井裕美子君）ご指摘ください。 

○11番（阪本久代君）はい。減額分について

は、後どのように使われるのか。 

○議長（土井裕美子君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）ただ今のご質問に

お答えいたします。 

 こちらは地方創生臨時交付金の中の一つの

実施事業という形になっています。地方創生

臨時交付金に関しましては、第一次交付限度

額及び第二次交付限度額、合わせまして９億

8,644万6,000円。今回また歳入でも出てまい

りますが、国の三次補正、いわゆる補助事業

の裏負担分という形で8,673万円が交付され

る予定となっておりまして、全体として10億

7,318万3,000円となっております。 

 この事業を実施するにあたりまして、本市

様々な事業を予算化しておりまして、追加の

分はまだこれから審議いただくことになると

いうところなんですが、１月末の時点で執行



 

－159－ 

状況を調べました。一般財源が切れるような、

つまり補助金が返還といいますか、交付決定

を受けた分を返すような状況になってはいけ

ないというところで、各課から執行の状況を

できるだけ細かい数字でもらったところ、

2,247万2,000円。1,200万円を減額した分を含

めても、まだ2,247万2,000円が一般からの持

ち出しという状況になっておりました。 

 ですので、何に使うのかというご質問に対

しては、他の事業の一般財源の負担分に対し

て今現状使われている状況になると。さらに

2,200万円でしたら、まだ執行が見込まれない

分について実績が落ちてくる可能性もありま

すので、今回追加で新たな事業も、この議会

においてご提案させていただいているような

次第でございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）単に減額理由を聞くわ

けでございますけども、54ページの1906農業

振興に要する経費の18節になるんかな、この

辺五つほど三角がざらっと並んどるんですけ

ども、この辺はやっぱりコロナもあったのか

なという推測もあるんですけども、そこが僕

は分からないんで、減額の理由を教えてくだ

さい。 

 それと、56ページ、1909農産物販売促進事

業に要する経費的な、これも三角の300万円ほ

ど要っとるんですけど、これらも教えてくだ

さい。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、54ペー

ジにおけます減額についてご説明をさせてい

ただきます。 

 まず農業次世代人材投資資金につきまして

は、一部農業者の方が資金を活用しないとい

う見込みがありましたので、減額をさせてい

ただきました。 

 あと、滞在型就農拡大事業補助金につきま

しては、実績がなかったということで全額落

とさせていただきました。 

 あと、白ゴマ産地化事業補助金につきまし

ては、一部色彩選別機を購入させていただき

ましたが、実績に応じましてその残額を減額

させていただいたところです。 

 あと、農産物等インターネット販売促進事

業補助金につきましては、当初想定した農家

の方より少なく27件の農家の方がご活用いた

だいたんですが、その額について減額をさせ

ていただいたところです。 

 続いて56ページ、300万円の減額についてご

説明をさせていただきます。約300万円の減額

です。まず農産物販売促進事業において、広

告料のところでございますが、当初見込んで

いましたところより、やはり先ほど来、議員

からもおただしがありましたとおり、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響等によってイ

ベントが開催できなかったというところ、杉

村公園等で開催させていただいたり、泉大津

市に出店等をさせていただいたりという事業

はできたんですが、なかなか青空まっせとい

うような、そういった事業ができなかったと

いうことで減額となっております。 

 それから、続いての200万円の減額のところ

ですが、これはまっせ・はしもとも含めてコ

ロナウイルスでいろんな状況がある中で、そ

れでも橋本市の農産物を県外にいろいろＰＲ

しようということで予算を計上しておりまし

た。北海道等に柿の販売というのは実現でき

たんですけども、青森県等についてはコロナ

ウイルスが非常に拡大した時期でもありまし

て、なかなか行けなかった。併せて、様々な

取組が一部できなかったということで、決算

に応じて減額をさせていただいているところ

です。 
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○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、５

款から７款までを終わります。 

 次に、８款土木費、９款消防費、59ページ

から68ページまで、質疑ありませんか。 

 10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）62ページの道路維持に

関する経費のところの下の12のところの橋梁

補修設計費、橋梁補修設計委託料が、これだ

け使って増えている部分と、その下の14の一

番下の通学路安全対策設備施工費がこれだけ

返ってきている分、減っている分について、

その二つだけ説明をお願いしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）ただ今のおただし

ですが、まずは橋梁補修設計委託料の1,746

万円の増につきましては、国の補正によりま

す前倒し施工のための計上でございます。 

 あと次に、通学路安全対策施工整備工事費

の1,395万円の減額につきましては、これは去

年に国の補正がありまして、その前倒しでつ

けたことによって、または補助のタイミング

と当初予算のタイミングが合わなかったため

に、新年度の予算でついている分については

補助が頂けないんで準単になってしまう。そ

ういうことから減額させていただいたところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）消防本部のところでお

伺いします。 

○議長（土井裕美子君）ページ数をお願いい

たします。 

○８番（杉本俊彦君）66ページあたりになる

と思うんですけども。監査からの報告書によ

りますと、金庫に現金７万2,000円が保管され

ていたと書いてあるんやけど、これは補正で

どこか支出したんですかね。お願いします。 

 どこか入っているんやったら。入ってない

んやったらおかしいじゃないですか。合わな

いんやから。 

○議長（土井裕美子君）暫時休憩します。 

（午前11時00分 休憩） 

                     

（午前11時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）再開いたします。 

 監査で指摘があった件について書いていま

すかという問いだけでよろしいですね。 

○８番（杉本俊彦君）それで結構です。 

○議長（土井裕美子君）それでは答弁を求め

ます。 

 消防長。 

○消防長（木次則雄君）後ほど答弁させてい

ただきます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）62ページの先ほどの通

学路安全対策施設整備工事費のところの説明

で分かりにくかったんでもう一回お尋ねする

んですけど、要するに、令和元年度で前倒し

で実施したので、令和２年度の当初予算につ

けていた分はここで減額。でも、最初に令和

２年度の当初予算でする予定だった分は既に

やったということでよろしいでしょうか。 

 それともう一点、62ページの河川管理の緊

急自然災害防止対策工事費ってあるんですが、

これはどこの部分でしょうか。 

 二点お願いします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）お答えいたします。

初めの指摘がございました部分については、

議員がおっしゃるとおりでございます。 

 次におただしの緊急自然災害防止対策工事

費の補正500万円、これにつきましては、まず
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一つ目が大谷川河川整備事業、これ、もとも

と500万円だったんですけども、補正予算と合

わせて1,000万円の施工。あと、学文路地区浸

水対策事業、これが1,500万円で、補正後の合

計が2,500万円となります。この補正につきま

しては、大谷川河川整備事業の増額というふ

うになります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）このところの部分に

ついてほかにありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）答弁保留の間の時間を

つなぎます。 

 62ページ、同じところで、道路維持に要す

る経費で2304の14の当初予算のときに全体で

聞こうかなと思っとったんですけども、市道

の舗装の修繕工事のところなんです。ちょっ

と話が大きくなるので止めてください。シン

プルに、これはどれぐらいの改修を見込んで

いるのかということと、今後、橋本市の財政

が厳しくて、当初予算骨格を組むときにだん

だん減ってきているというかな、市道の舗装

せなあかん、いっぱい区長から要望が来とっ

て直さなあかんところがあるんやけども、ス

リム化していっとるところがそこで、イコー

ルこれから維持管理の時代になってきて、そ

れこそふるさと納税とか活用していけばいい

のになと思うんやけど、ふるさと納税ってな

ったら質問の趣旨がずれるんであれなんで、

まずは3,800万円の修繕するであろう概ねの、

細かいところがあったら答弁が長くなるんや

ったらそっちでカットしていただいたら結構

なんで、どれぐらいの何箇所とか、そういう

ふうな答弁をまず聞きたいのと、今後どれぐ

らい残っているのかという、それだけ聞きた

いです。お願いします。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）まず市道舗装修繕

工事の3,800万円ですけど、これにつきまして

も国の補正がございまして、それの前倒し予

算の計上でございます。内容につきましては、

施工予定箇所につきましては資料を持ってお

りませんので、先ほどあったふるさと納税の

話であるとか、そういうことで大きな話の答

弁をさせていただきます。 

 まず、完全に建設の時代から維持管理の時

代に移行された今としては、私どもとしては

財政が厳しい状況であるがゆえに、できるだ

け補助を頂く。アンテナを立てて有利な補助

があれば計画して頂く。有利な起債があれば、

それものせていくというような形で、できる

だけコストを縮減しながら、安心安全な道路

空間の提供に努めているところでございます。 

 それでもうちょっと大きな話をさせていた

だいたら、高度成長期に同時に建設された公

共インフラ、これが同時に長寿命化というか、

老朽化している状況の中で、あれ、たしか笹

子トンネルの天井落下事故ってあったわけな

んですわ。そこで本当に警笛は鳴らされたと

私も思っていましたけども、そういうことが

あって国としても真摯に取り組み出し、もち

ろん私どもとしてもついて行かしてもうてま

す。でも、その取組の内容というのはやっぱ

り予防保全というのが一番大事なことという

ふうな取組なんですけども、今橋本市の実情

をお話しさせていただいたら、予防保全にな

っていないというか、緊急性のあるやつを見

つけて慌てて直させていただいているという

ような実情にあります。そういう意味合いで

は私としたら、予防保全まで持っていくのに

重点投資してでも、そういう提案というのは

ようしなかった自分が情けないというか、反

省しているところでございます。 

 そんな中で、私はふるさと納税を使えるな

んていうことは考えもしてなかったんで、今

まで提案して使わしてなんていうことは言う
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たことないんですけども、もしそれが政策的

に許されるのであれば、必要性は十分あるん

でお願いしたいというふうには思います。答

えになっていませんか。すいません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）十分答えになっており

ます。今言うてくれたんで、3,800万円云々と

いうのは前倒しというのが説明と受け取らせ

ていただきます。今後、こういったところも

当然維持管理の時代になってきとるんである

と思うんで、予算配分のところ、いろんな補

助金を抱き合わせて、いろんな知恵していた

だいとるのも分かるので、これの結末につい

ては次の６月議会で新しい部長に一般質問さ

せていただきますので、十分トスを上げてい

ただいたと解釈しております。 

 ただ、やっぱり維持管理していく上で、今

の答弁は正しいと思うんですけど、見つける

までぎりぎりまで、山岳の地域でも市道があ

ります。いつ土砂が崩れるか分かりません。

亀裂が入っとったらそこから水がしゅんでな

るかも分からへんので、ぎりぎりのところで、

補正のところで見つけてはすぐ修繕ではなく

て、ある程度アンテナを張って危険箇所とい

うのは、それこそ土木と危機管理のリンクす

るところやと思うんで、そこらはやっぱりし

っかり見つけてほしいと思います。どうかよ

ろしくお願いします。答弁をください。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）先ほど答弁もれだ

った舗装の箇所数と延長なんですけども、９

箇所で延長1.4㎞を予定しております。 

 そして、もう一つのおただし、もう一回言

ってもらえませんでしょうか。すいません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

度お願いいたします。端的に。 

○15番（堀内和久君）特にないです。いいで

す。十分頂きました。ありがとうございまし

た。時間は稼げたと思います。 

○議長（土井裕美子君）消防長、先ほどの８

番 杉本議員の答弁できますか。 

 消防長。 

○消防長（木次則雄君）先ほどの杉本議員の

ご答弁いたします。監査の結果等で、金庫等

に現金７万2,000円が保管されていた。今後、

金庫等の鍵の対応、作成されたいということ

だと思うんですが、そもそもこの７万2,000

円にありましては、大災害等が起こった場合、

例えば東日本とかそういう災害が起こった場

合、緊急消防援助隊が出動要請があります。

それの出動要請があったときの現場の燃料等

の金額、これ、前もって前途で保管しとかな

ければなりませんので、その分の監査から指

摘があって、金庫、もともと金庫があって鍵

はあったんですが、鍵の貸与簿の作成等をし

ていなかったということで、そういうふうな

指摘がありまして改善させていただきました。

この７万2,000円にありましては災害等、まだ

３月の末までありますので、それがなければ

返還するという形になります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）よろしいですか。再

質問ですね。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）ありがとうございまし

た。 

○議長（土井裕美子君）先ほどの阪本議員へ

の答弁について、経済推進部長より訂正の発

言がございますので、これを許します。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）すいません。

老眼鏡をかけまして眼鏡が曇ってしまいまし

て、単位を一部読み違えましたので、改めて

1,200万円の減額について説明をさせていた

だきます。 

 生活応援クーポン券の助成金につきまして
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は、第１弾、第２弾合わせて３億9,900万円を

予算計上しておりました。２月末時点での実

績が３億4,410万1,000円ですが、３月末まで

の見込額を私、先ほど６億4,000というような

言い方をさせていただいたんですが、6,463

万6,500万円を見込んでおりまして、４月以降

の支払いについては2,000万円を見込んでい

る。その差額分1,200万円を不用額として減額

させていただきました。おわびして修正させ

ていただきます。 

○議長（土井裕美子君）ご了承のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、８

款、９款を終わります。 

 次に、10款教育費、67ページから80ページ

まで、質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）74ページです。3243文

化振興に要する経費、岡潔先生の関連だと思

うんです。24のところでマイナス100万円。全

体11、12、24節、これの単純な減額理由と、

岡潔先生を顕彰していく中で大切な一環であ

るという位置づけなのは理解しとるんですけ

ど、実際蓋を開けたら、教育委員会として携

わって一緒に共にやっていっとる団体もある

と思うんですけど、どれぐらいの位置づけで

市としておるんか。今後どうしていくんか。

いつまで付き合いするのか。言い方は悪いで

すけど、この三つお答えください。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ただ今の質問にお

答えします。 

 まず岡潔のガバメントクラウドファンディ

ングに関連する費用等になります。これにつ

きましては当初200万円の寄附金を想定して

おりまして、それを今回、減額を100万円させ

ていただいてございます。最終的には、今年

の現時点での寄附金につきましては、14名の

方から24万1,000円を頂いております。その中

から返礼品、また郵送料等を差し引く形にな

るんですけども、最終的に利息も含めて今年

また基金のほうへ積み立てる金額については

21万3,949円となります。これらを積み立てた

基金残高につきましては、733万2,808円が本

年度末の基金残高ということになります。そ

れらに伴う減額補正等がまずは一つ目でござ

います。 

 今、団体との関わりということの中でのご

質問なんですけども、岡潔の記念館につきま

しては、岡潔数学ＷＡＶＥが主になりまして

活動をしていただいてございます。それに伴

って団体に補助のほうもさせていただいてお

るわけなんですけども、この記念館を設立す

る上で、教育委員会としても話合いのほうを

続けている中で、幾つか記念館候補地が転々

と変わってきた経過がございます。 

 現時点では、まず柱本小学校の空き教室を

活用しまして、そこに資料館的なものと、ま

たそこで子どもたちが算数を学べる環境をつ

くるということでの対応を考えております。

それにつきましては数学ＷＡＶＥにも打診を

して、それに伴う準備として、団体について

は、これは団体さんのことですので教育委員

会のほうではっきりとは言えませんけども、

法人化も検討をされておると。また、この資

料館を運営していくにあたっての運営計画と

いうことにつきましても、できれば提出をし

ていただきたいということでお願いをさせて

いただいてございます。これがちょうど１年

前ぐらいの時期にあたるんですけども、ただ、

コロナ禍によってなかなか数学ＷＡＶＥと教

育委員会のほうでの協議というのが進んでい

ないというのが現状でございました。 

 今後のことなんですけども、15番議員のほ
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うからも一つ国の使える交付金等もあって、

それらを含めて地域的な活性化を図る上で岡

潔記念館顕彰事業を核として取り組む方法も

ありますよというようなご助言も頂いてござ

います。そういう中で、それを今数学ＷＡＶ

Ｅの役員の方々にもご紹介をして、検討をし

ていただいている最中なのかなというふうに

は考えておるんですけども、現時点ではまず

柱本小学校の空き教室を活用していく上で、

資料館的、また学習施設的な機能を持った施

設を立ち上げるべく、新年度早々には役員と

お話をして、その方向で進めていきたいと。

早ければ、令和３年度中にこの基金を活用し

た改修、また、数学ＷＡＶＥは特に子どもた

ちにいろいろ岡潔さんのことを教えていく中

で、東京理科大学の監修を受けたちょっとし

た備品といいますか、教材といいますか、そ

ういうことも検討されておりますので、そう

いうふうな資金購入に充てていければという

ふうには検討しているところですけども、何

にしてもまずは最終的な詰めというのをこれ

からやっていく時期というふうに考えてござ

います。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）細かい説明をありがと

うございます。この予算に関しての入り口な

んで、そこまで触れてはいけないのかなと思

ったんですけど、ちゃんと答弁していただい

たんで再度聞くんですけども、いつか終わり

の日というかな、市から手が離れる日という

のがきっとあるであろうと思うんです。だか

ら、学びの日とかの子どもらと学習をやっと

るとか、そういうイベントに対しての教育か

らの委託料とかが今後出てくるのは、子ども

たちのためであれば全然ありやと解釈してい

ます。 

 ただ、数学ＷＡＶＥとか、こういう岡潔先

生の顕彰するにあたっての団体への委託料と

かそんなんというのは、もうそろそろええん

とちゃうかなと僕は個人的に思うんです。な

ぜかというと、やっぱり団体が今まで補助金

をもうてやってきたら、今度自分らの会費で

自分らの努力と、会員はたくさんいらっしゃ

いますし、そのお金で独立してやっていって

ほしいということ、これは答弁できれへんだ

ら要望で結構です。 

 もう一つは空き教室ということが出たんで

すけど、これについて二つ聞くんですけど、

空き教室を使うことによって、電気、水道、

ガス代とか部屋代とか、基本料金の引込みの

入線が１個である、学校は。どうやって分け

るのという、これが分からないのが一点。今

後、この予算に次反映してくることなんで。 

 もう一個は、クラウドファンディング云々

って毎年やって基金を募っとる。岡潔先生を

顕彰するために寄附を集めとるって。ほんだ

ら、その寄附の目的のお金の色と、イコール

今出した答えの例えば空き教室のリフォーム

代とかそういうハード、ソフトを入れたとし

て、それが寄附金をくださいと言うたタイト

ルに対して、その答えが寄附者がそういうこ

とをするために出してくれたお金なんかなっ

て。僕がもし寄附者の立場であれば、岡潔記

念館を独立で単体で杉村公園のあそこの場所

にって、最初そういうふうに言うとった時期

があったと思うんですけども、それに対して

の寄附額ががっと来たと。単体の建物やから

来たんではないかなというのが推測されるん

です。落としどころで、これ、お金を使って

いけるんかなと思うんですけど、そのマネー

の色の解釈、説明責任になってくると思うん

ですけど、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず要望を頂いた

自立していただくということについては、本

当にまた団体のほうともお話を継続して続け
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ていきたいと思っております。 

 学校の施設を一部活用していくということ

でのランニングコスト、これについては電気

代、水道代等、私どもも気にしているところ

でございます。そこについては今のところ、

どういうふうな形で解決方法というのは決め

ておりませんけども、今後、改修を仮にこの

内容で進めていくとなれば、それについても

検討していきますので、この点についてはご

了承を頂きたいと思います。 

 あとは、ガバメントクラウドファンディン

グということの中でこれを実施してきた上で、

この改修というのがその趣旨に沿うのかとい

うことかと思うんですけども、岡潔先生の残

した偉業、功績というものを今の子どもたち

に伝えて、そして、橋本市の子どもたちに算

数、数学が好きになって、また行く行くは立

派なそういう学生、また学者等が出てくるこ

とも期待を込めてございます。そういう中で

寄附を頂いた方には、これを進めていく上で

は十分情報を提供して、ご理解を頂きたいと

いうことを考えてございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 17番 岡さん。 

○17番（岡 弘悟君）今、堀内議員からもい

い質問があったんで、これ、まだ前市長のと

きにこの基金が出てきたわけなんですけども、

そもそも論、一番最初に出てきたのが、岡潔

記念館設立のための基金ということで出てき

て、議会のほうでその記念館の設立だけにこ

だわってしまうとできなかったときどうする

んやと。寄附がそんなに集まらなかったとき

は、あとは行政が残りを見るのかと。5,000

万円、6,000万円かかっても建てるんですかと

いう話になって、そういうふうに使い勝手の

悪い基金にしてはいけないからということで

顕彰基金という形になったんですけども、本

質的なものは行政が一番最初に出してくれた

内容だとは思うんです。 

 そこで問題になってくるのは、僕の記憶で

はやはり一番最初記念館をつくるんだという

ことで寄附をされた方もかなりおったと思う

んですよね。だから、堀内議員とは話がてれ

こになってしまうかもしれないんですけど、

逆に言うと、そんな方もいらっしゃれば、い

や、ほかに使ってもらうために寄附したんや

という方もいらっしゃるでしょう。だから、

僕、そこは堀内議員と全く同じ意見で、その

辺の基金の使い方というかな、その説明責任

はすごくこれから必要になってくると思うし、

あと、もう一つ数学ＷＡＶＥに関しても、も

ともとはこの基金ができて数学ＷＡＶＥを立

ち上げて、岡潔先生を顕彰していこうという

ので始まっているわけなんで、その辺も踏ま

えたらやはり行政と数学ＷＡＶＥの関係性と

いうのも整理していかないとうまくいかない

と思うんですよ。 

 だから、出だしというのがそもそも論、行

政主導で始まって、数学ＷＡＶＥも始まって

いるわけですから、実際はね。途中で会費で

やっていかなければいけないとか、そういっ

た形に変わってきているんで、これ、10年以

上たつんかな。だから、その間の経緯で話も

内容も今の現状とはそぐわない部分も出てき

ていると思うんです。ただ、数学ＷＡＶＥは

数学ＷＡＶＥの中で、僕も自分が議長をやら

してもうてるときも会議も出させてもうてた

んですけども、自分たちの中でいろんな施策

というか、いろんなイベントとか、かるたを

作られたりとか、そういった中でどうにかし

て先生を盛り立てて自分たちの中でやってい

こうというような話もいろいろ聞いてはおる

んですけども、そういった中で行政との関わ

り合いというかな、その歴史を踏まえた関わ

り合いの話というのは、今後されていくつも

りなんかどうかというのをお聞きしたいんで
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すけどね。だから、今の現状だけで話をして

しまうと、話がおかしくなるでしょう。だか

ら、昔からの経緯も踏まえた、数学ＷＡＶＥ

から言うたらその経緯を知っている方ばかり

なんでね。行政はどんどん担当が変わってい

ますけどね。その辺も踏まえてきっちりお話

をできるんかどうかというのをお聞きしたい

んですけどね。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）岡潔記念館建設に

つきましては、幾つか場所、まずは記念館を

建てていくということで杉村公園内でありま

したり、それから今の紀見峠区であったり、

また古民家等を改修して構築をしていく等々、

転々と変わってきております。その都度、我々

としましたら当然、運営等の核となる数学Ｗ

ＡＶＥとお話もしてまいりました。その中で

最終的に一つ一つ消去をしていく中で、現時

点の今、学校の一部をということになってき

てございます。そこにつきましては当然過去

の経緯もある中で、数学ＷＡＶＥとは一つ一

つ案が変わっていくたびに十分お話合いはし

てきたつもりでございます。その上である一

定ご理解をいただく中で、方針が固まりつつ

あります。そこについてはある一定、お話は

通じている部分があるのかなとは考えておる

んですけども、最終的なプランが決まってい

く中で、またやはり母体となる岡潔数学ＷＡ

ＶＥの皆さんとはきちっとお話をしていきた

いと考えております。 

 また、クラウドファンディング等でご寄附

を頂いた多くの方々に対しても、やはり説明

責任ということで、計画の変わってきている

部分も含めてそういう説明も必要だというふ

うには感じております。 

○議長（土井裕美子君）議長から申し上げま

す。大変白熱した議論をしていただいている

んですが、あくまで今は補正予算の部分につ

いての議論ということで、ガバメントクラウ

ドファンディングの委託料や岡潔顕彰基金積

立金の内容についての掘り下げて深い議論を

していただいていますけれども、あくまでも

補正予算の審議ということを念頭に置いた上

でのご質問を議員の皆さまにはお願いしたい。

ご質疑をお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）多分あかんとなると思

います。関連で今、柱本小学校にするという

声が、そこでつくっていくという話の関連で

確認だけしておきたいんですけど、柱本小学

校は学童の建物が小学校の校庭の一番奥にあ

りまして、本当に暗い中、雨が降ってぐちゃ

ぐちゃ中、不便というか、そんな声が僕のほ

うには届いてきとるんですけど、その中で空

き教室に移ったほうがええんちゃうかという

声も届いています。そういった声が教育部局

のほうに届いとるのかどうかという確認と、

届いているとするならば、岡潔先生の資料館、

それも踏まえて両方いろいろ考えていかなあ

かん要素があると思うんですけども、その辺

何か対策は考えていっておりますか。 

○議長（土井裕美子君）小西議員に申し上げ

ます。その件につきましては、また文教委員

会なりでもできるかと思いますし、予算に関

しては当初予算のほうでもご質疑をしていた

だけたらと思いますので、ただ今はあくまで

も補正予算の中の審議ということで、よろし

くお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、10

款を終わります。 

 次に、11款災害復旧費、12款公債費、13款

諸支出金、79ページから80ページまで、質疑



 

－167－ 

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。５ページをお

開きください。 

 歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、歳

入を終わります。 

 それでは、歳入歳出全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）乗り遅れました。歳入

の22ページの一番上なんですけれども、雑入

で契約違約金というのが565万円ほど入って

おります。これ、よう探さなかったので、内

容的にどういったものなのかというのを教え

てください。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えさせていただきます。 

 こちらの契約違約金につきましては、あや

の台北部用地詳細設計に関する契約の違約金

ということになります。具体的に申しますと、

あやの台北部用地詳細設計委託業者である株

式会社かんこう、そこの能力不足等により詳

細設計の完了が非常に遅れました。そのこと

に対して、委託契約書第16条第２項に基づい

て違約金を請求させていただいた額が565万

2,000円ということになります。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）聞き忘れの再度質問で

す。46ページ一番上、1123小・中学校医療費

に要する経費です。手を挙げるタイミングが

遅れたんで、すいません。当初予算が何ぼや

ってこれだけ余ったんだよという解釈だと思

うんですけども推移、ここ数年ずっと多い目

に計算しとかなあかん、足らんだらあかんの

でというのはよく分かるんですけど、見誤り

とは言わないですよ、ようけ目に置いといた

らいいと思うんですけど、ここ数年ずっと500

万円とか1,000万円とか超え出したら、個人的

な心の声で言うと高校までいけるんちゃうか

なというのは、これは置いといて、読み誤り

とは言わないんですけども、やっぱり年々少

子化とかで減ってきとるのか、それとも今年

だけコロナで減ったのかとか、ただ単に病院

に行く人が今年は少なかったのかとか、どう

いうふうに状況を分析しておりますか。これ

やったら質問はいけますか。 

○議長（土井裕美子君）いけます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今回、答弁が

悪いんで、また答弁もれがあればおっしゃっ

てください。 

 今回、補正でかなりの減額になりましたけ

ども、原因は今言いましたように、先ほど議

員がおただしのように、コロナの関係で医療

費が減少しています。それと今回、今年につ

いてはインフルエンザがなかったので、それ

の医療費の減が非常に大きい形になっていま

す。これにつきましては、当初予算につきま

しては前年度の実績でつけますので、今年度

についてはその二点が大きな原因と考えてい

ます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）さっき消防費の件だけ

聞いたんですが、もう全部聞いておきます。 

 総務部、商品券１万5,000円、金庫内から出

ています。図書カード2,000円分、これはどう

反映されているのか。監査から出とるやつを
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この補正予算とか予算に入れるんやったら、

数字がどこにどうなっているかというのを教

えてほしいんですよ。こういうお金って出て

きたら、宙に浮いたお金とか現金ちゃいます

もんね。消防の場合は３月末まであるからと

いうことでの現金持ちというのは説明であっ

たんで分かったんですが、例えば総務部は何

でこんなん持ってるのかなというのもありま

すし、健康福祉部に関しても、金庫内に現金

３万円とか、1,454円のお金があるというのは、

これは何でこんな現金を持っていて、それは

一体どういうことなんかというのを教えてほ

しいんですけども。要するに、あくまでも教

えてほしいのは、何で各部署、こんな現金と

かお金を持ってるのという話なんです、金庫

に。でもこれは別の話なんで、だから、どこ

に書いているかを教えてほしいということで

す。 

○議長（土井裕美子君）各部署で答弁できま

すか。 

 総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）総務部の総務課の

金庫に入っていた商品券につきましては、そ

れは公金ではございませんで、庁内でたしか

事務の効率化か何かのコンテストをしたとき

に、すっきり改善のそういうコンテストがあ

りまして、それで賞を取ったときの景品で商

品券を頂いております。それは公金ではござ

いませんので、本来、互助会等で入れるべき

ところを、金庫がたまたま総務課にありまし

たので、そちらのほうで保管していたという

ことでございます。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）この３万円に

つきましては福祉課の分でございます。民生

児童委員協議会の運営費の一部として事務局

が福祉課で持っておりますので、その分の金

額を保管させていただいていました。これに

つきましても、年度末で返還という形になる

と思います。 

○議長（土井裕美子君）８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）ありがとうございまし

た。終わり、私は結構です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 令和２年度橋本市一

般会計補正予算（第15号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第25 議案第２号 令和２年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第25 議案第２

号 令和２年度橋本市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）について を議題といた



 

－169－ 

します。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 令和２年度橋本市国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第26 議案第３号 令和２年度橋本市

住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第26 議案第３

号 令和２年度橋本市住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 令和２年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第27 議案第４号 令和２年度橋本市

駐車場事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第27 議案第４

号 令和２年度橋本市駐車場事業特別会計補

正予算（第１号）について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの
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で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第４号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第４号 令和２年度橋本市駐

車場事業特別会計補正予算（第１号）につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第28 議案第５号 令和２年度橋本市

墓園事業特別会計補正予算（第

２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第28 議案第５

号 令和２年度橋本市墓園事業特別会計補正

予算（第２号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第５号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第５号 令和２年度橋本市墓

園事業特別会計補正予算（第２号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第29 議案第６号 令和２年度橋本市

農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第29 議案第６

号 令和２年度橋本市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第６号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと
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思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第６号 令和２年度橋本市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第30 議案第７号 令和２年度橋本市

土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第30 議案第７

号 令和２年度橋本市土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第７号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 令和２年度橋本市土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第31 議案第８号 令和２年度橋本市

介護保険特別会計補正予算（第

５号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第31 議案第８

号 令和２年度橋本市介護保険特別会計補正

予算（第５号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）９ページの保険給付費

なんですけれども、５億4,000万円の減額にな

っています。やっぱりコロナの影響でデイサ

ービスとかそういうのに行くのを控えたりと

かというところでの給付費の減なんでしょう

か。どのように分析されているのかお尋ねし

ます。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。
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ここについては分析もさせていただいている

んですけども、なかなか難しい状況です。こ

の約２年間ですけども、介護事業サービス事

業全体が低くなっています。うまく言えば、

健康な高齢者の方が増えているという言い方

になるんですけども、事業費自体が非常に落

ちています。介護度の認定調査の件数も非常

に減っていまして、それで今回こういうふう

な減額になっています。 

 以上です。 

 コロナの影響も少しあるとは分析させてい

ただいています。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）令和２年度だけじゃな

くて令和１年度も減っているということなん

ですけど、総合支援事業とかの影響とかとい

うのはないんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）総合支援事業

につきましては、例年と同じ金額で推移して

いますので、それについての影響はないと考

えております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第８号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 令和２年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第５号）について  

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第32 議案第９号 令和２年度橋本市

工業団地造成事業特別会計補正

予算（第２号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第32 議案第９

号 令和２年度橋本市工業団地造成事業特別

会計補正予算（第２号）について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）10ページの工事請負費

が５億7,372万3,000円減額になっているんで

すけれども、大きな金額の減額ですし、この

辺の説明をお願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えさせていただきます。 

 当初予算に上げています予算の工事の進捗

率というのが約10％でございます。その進捗

に合わせた支払い予定額を算出させていただ

いていますので、その差額分を減額させてい

ただいたというところです。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）先ほどの違約金の詳細

設計が遅れたとかというその影響もあるのか

もしれませんけど、全体的には予定どおり工

事は進むということでしょうか。 
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○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）詳細設計が遅

れたという影響につきましては、工事の進捗

に大きな影響を及ぼしているということでは

ございません。ただ、コロナウイルス感染症

が拡大しつつあった年度当初については、工

事を実施できませんでしたので、そういった

ところで若干遅れがありますが、大幅な遅れ

は生じてないというふうに考えています。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第９号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）議長、すいま

せん、追加説明をさせてください。 

○議長（土井裕美子君）追加の説明というこ

とで許します。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）申し訳ござい

ません。経済推進部長です。 

 先ほどの工事進捗率10％の実績に合わせて

ですが、入札差額２億1,300万円も出ておりま

したので、それも合わせての減額ということ

になります。おわびして修正させていただき

ます。 

○議長（土井裕美子君）ご了承のほど、お願

いいたします。 

 ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がございませ

んので、委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 令和２年度橋本市工

業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第33 議案第10号 令和２年度橋本市

水道事業会計補正予算（第４号）

について 

○議長（土井裕美子君）日程第33 議案第10

号 令和２年度橋本市水道事業会計補正予算

（第４号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第10号 令和２年度橋本市水

道事業会計補正予算（第４号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第34 議案第11号 令和２年度橋本市

下水道事業会計補正予算（第３

号）について 

○議長（土井裕美子君）日程第34 議案第11

号 令和２年度橋本市下水道事業会計補正予

算（第３号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第11号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 令和２年度橋本市下

水道事業会計補正予算（第３号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第35 議案第12号 令和２年度橋本市

病院事業会計補正予算（第７号）

について 

○議長（土井裕美子君）日程第35 議案第12

号 令和２年度橋本市病院事業会計補正予算

（第７号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）14ページの職員の給与

に関するところでマイナスになっていますが、

異動状況を見ますと、増減が23名減という形

になっています。その内訳と、23名減で現在

支障はないのか。毎年これぐらい出ていたん

でしょうか。その辺お伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のご

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、退職者の毎年の増減の部分なんです

けれども、看護師等の退職者が年度末にかけ

まして出てきますので、概ね23名ということ

で、今年度の離職率としてはだいたい10％ぐ

らいというふうに見込まれております。それ

でいきますと、ほぼ例年並みというふうな状

況となっております。 

 あとそれと、その内訳に関しましては、医

師と看護師と、それと技師の退職者というと

ころで合計で23名というふうな形になってお

ります。 
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 以上です。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん、答

弁もれがありましたらご指摘ください。 

○４番（森下伸吾君）はい、答弁もれ。それ

によって今病院経営的には、経営といいます

か、病院の業務自体に問題はないでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）経営自体へ

の影響につきましては、非常に厳しい状況で

あることには変わりはございません。４月か

ら新規採用も、これ以上の新規採用が予定さ

れておりますので、新しく４月から新年度を

スタートするにあたって、人員の確保につい

ては当初予定の人数を確保できているという

ところではございますが、昨年度、ベテラン

看護師が多く退職された関係もございまして、

新人育成については一定課題は残っておりま

すが、その辺につきましては看護部と連携し

ながら取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第12号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第12号 令和２年度橋本市病

院事業会計補正予算（第７号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第36 議案第13号 令和３年度橋本市

一般会計予算について 

○議長（土井裕美子君）日程第36 議案第13

号 令和３年度橋本市一般会計予算について 

を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により、歳出から款

別に行います。57ページをお開きください。 

 まず、１款議会費、57ページから60ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、１

款を終わります。 

 次に、２款総務費、59ページから108ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、２

款を終わります。 

 次に、３款民生費、４款衛生費、107ページ

から168ページまで、質疑ありませんか。 

 ６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）予算審査特別委員会が

ありますのでそれに委ねたいんですけど、私

は出席できませんので、一点だけ、ここの部

分でお尋ねしたいと思います。 

 126ページの001032の憩いの家管理に要す

る経費288万6,000円ですか、ここの部分なん

ですけども、いつも決算のときにも質問を以

前からしていたんですが、結構憩い家は利用

が増えているようです。以前から貴重なとい
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うか、いい施設なんでどんどん市民の方に利

用してもらえたらということでお願いしとっ

たんですけども、最近、結構利用者が増えと

るということなんですが、ここの部分で少し

気になることがありまして、これだけの経費

がかかるんですけども、公民館等が３年度の

10月ぐらいから有料になるということなんで

すけど、それと比較しますと、ここは無料と

いうことで運営されています。できたいきさ

つとかいろいろあろうかと思うんですけども、

バランス的にいきますと無料の施設と有料施

設があるということ。これ、市民の方がいろ

んな状況で部屋を活用されるんで、ここも必

要経費といいますか、の補填とか、今後の改

修のことも考えますと、当然、使用料を私は

取るべきではないんかなと、公平性からいき

ますと取るべきではないんかなと思うんで、

この部分がどのように考えておられるんか。

環境美化センターの将来的な問題もあります

ので、３年度はともかく次年度、次々年度も

含めて、将来的にここの施設についてはどの

ように考えておられるんかということと二点

お伺いしたいんですけども。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）すみだ寮憩い

の家についてお答えいたします。 

 まず考え方でございますけれども、議員今

おただしのとおり、地元の美化センター、ク

リーンセンターの条件で開設されました。そ

れがあるがゆえに、当初から無料で利用いた

だいております。それと、前にも議会でご指

摘等がありましたけども、確かに公民館の、

社教認定団体以外のは公民館使用料と考えれ

ばバランスは取れないところもあるんですが、

当初の開設理由がそういう形で来ております。 

 それと今後ですけれども、本来でしたらク

リーンセンターが閉所されたときに解決すべ

きことがまだ残っておりまして、地元との覚

書がございまして、それが５年間延長されて

おります。令和５年度末、令和６年３月末を

もちまして、地元との交渉、覚書を解消でき

る運び、今段取りで動いておりますけど、そ

ういう形をめざしております。そういうふう

になると考えております。そうなったときに

はこの施設は除却する施設という形になりま

すので、あと２年ほどの間ですので値上げを

という形、また設管条例を触るつもりはござ

いませんし、その後は、除却した後は有効に

利用すべきものと考えておりますので、建物

自身を市民の皆さんに利用していただくとい

う考えではございませんので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（土井裕美子君）６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）できたいきさつも僕も

十分理解しとるんですけども、当初地元の関

係で、地元の人たちが利用ということだった

んですけれども、クリーンセンターがなくな

ってから、焼却炉がなくなってから、広く市

民に開放していくというか、使ってもらうと

いう形で、今現在多くの、隅田あの近辺だけ

じゃなしに広く市民の方が利用されとると思

うんで、そういう観点からいくと、やっぱり

利用料は同じように取るべきではないかなと

私は思います。公平性からいくとね。地域限

定型でごみ対ということでやって、地域の方

というんであれば別にあれなんですが、広く

市民の方が利用されてくるとなると、公民館

との兼ね合いがやっぱり出てくるんじゃない

かなと。あと少しの時間なんで、あまり今さ

らまた変に取っていくのも市としても大変だ

と思いますので、その辺は理解をいたしまし

た。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありそうでご

ざいますので、この際、午後１時まで休憩と

させていただきます。 

（午後０時２分 休憩） 
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（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 午前に続きまして、３款民生費、４款衛生

費、107ページから168ページまで、質疑あり

ませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）お昼からよろしくお願

いいたします。 

 164ページ、予算説明書にも円グラフがある

と思うんですけども、164ページの合併浄化槽

に要する経費の18節になるんかな、こっちの

円グラフで言わせてもうたほうが分かりやす

いと思うんですけども、まずは私、これの関

連の過去に数回一般質問をしとったんで、下

水云々が届かない地域とか、これから政策ど

ういうふうにしていくかとか、そういう議論

が以前にあって、下水がない地域に関しては

合併浄化槽のほうがよいんではないか、効率

もいいんではないか。また、それに対して下

水がつけられない地域に関しては補助率を上

げるべきではないかという質問をしました。

神がかった予算がこの中に上がってきとると

いうことに感謝いたしとるわけなんですけど、

これに対して少しだけお伺いしたいんですけ

ど、これに対して取組をしていただくにあた

っての水道環境部長の経緯を説明してほしい

のと、あと、これによって今まで、例えば地

域の区長から「下水をつけてほしいんです」

という要望書とか過去に、数年前、ひょっと

したら前の市長のときぐらいからずっと受理

しているものがあると思います。それについ

ての整理というか、説明はどういうふうにさ

れるのか。 

 あと、今後の下水工事の予算とか、そうい

うお金の流れはどういうふうになってくるの

か。 

 以上三点お伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）議員、お答え

させていただきます。 

 過去にも一般質問を頂きまして、当時はと

てもこの先そういう投資は難しい、追加的な

補助金も難しいであろうと。ただし、財政の

向上とかそれは別として、水道料金、下水道

料金値上げの説明に上がりましたときには、

下水を引きたくても引けないところがある。

それはどうするんだと。プラス、それはそれ

で計画の策定をして見直しもするはずやった

んですけども、ここに来まして令和８年度ま

でに国の方針で縮小なりもきっちり片をつけ

なさいという話になりました。となったとき

に、本市の計画区域につきましては、当時、

下水が来ますよという話で説明をさせていた

だいた地域につきましても、すいませんとい

う形に変わりつつあります。それを都市計画

決定するにあたりまして、４年度に確定する

にしても今年度から各地域に入って説明等も

させていただきます。 

 となれば、下水も来ない、合併処理浄化槽

も下水の網がかかっているからつかないと。

議員おっしゃるように、一般質問にありまし

たように河南のほうもそういう状態になって

まいります。だったら、同じ市民でありなが

ら同じ条件でそういう施策を享受できないの

はどうかということで、市長のご判断という

形で、積極的に下水へつないでいただくとこ

ろはつないでいただいて、つなげないところ

には代わる補助金を用意しろという形で、今

回、市単の部分が予定されております。金額

を積み上げていきましたら、過去に質問を頂

いたように結構な補助額になります。国費、

県費もついてくる部分もあるし、市単のとこ

ろもございます。という形で今回、予算とし
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て上げさせていただいた次第でございます。 

 それと、要望書につきましては、当然市民

の代表、地域住民の代表であります区長から

頂いておりますご要望書ですけども、これに

つきましても各地域なり、こういう方向、計

画が変わったということを報告なり説明に上

がる必要も出ると思いますので、その際には

必ずそういう対応をさせていただいて、こう

いう新たな方法をお示しするとともに、でき

ない部分につきましては、計画の変更につい

ては頭を下げながらご説明したいと。 

 今後の下水につきましては、当然、企業会

計に移りまして、本当に繰り出ししていただ

いてもきゅうきゅうで、収益からも赤字が出

とると。本来、収益的収集で収入があって、

資本的で赤字になるのが一般的やと思うんで

すけども、本当にいっぱいいっぱいの形でご

ざいます。となれば、これ以上拡大すること

によって一般からの繰入れを見込んでの事業

の採算性が取れないという形で、どうしても

縮小していかざるを得ないと。これにつきま

してはまた迷惑もかけるとは思うんですけど

も、それをすることによって全ての市民、ほ

かの市民の皆さんにも迷惑をかけないと、こ

ういう形になっていくので、そういう方向を

取っていくべきだと思って今取り組んでおり

ます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）細かい説明をありがと

うございます。すごく理解しましたし、感謝

します。こういう政策を打っていくというの

は、ほんまにすばらしいことやなと思うんで

す。 

 その上でもう一個だけお伺いするんですけ

ども、説明書によると、市単独事業として１

基当たり18万円という具体的な数字が出とる

んです。これ、僕、自分なりの計算式に当て

はめると、いつもどの現場でもどの課でもそ

うやと思うんですけど、行政価格と民間価格

というのはやっぱり価値観が違うというずれ

があるんですけど、今回、これ、民間ベース、

市民ベースで考えたときに、通常見積価格で

微妙なラインを突いたええ数字なんですよ。

行政価格やったらもっと多い目にいくんかい

なと思って、やり過ぎやないのという逆にブ

レーキかけやなあかんときが出てくると思う

んですけど、今回のこのええとこ突いた数字

というのはどうやって算出されたんでしょう

か。お願いします。ええ率なんです。副市長

が分かるんやったら、副市長でも結構でござ

います。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）すごいところ

を突かれまして。実は、一般的な工事の費用

といたしまして、下水のつなぎ込みと合併浄

化槽のつなぎ込みで、やはりどうしても合併

浄化槽のほうがコストがかかってしまうと。

平均的なものとして、新たに土を掘って入れ

ていく合併浄化槽、そのコストに見合う、下

水との差を埋めるべく平均的な金額がこの辺

りかなというのが担当課のほうで調査した金

額でございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）160ページのごみ収集に

要する経費です。説明のほうにもおむつ収集

を福祉収集として頂けるということで、おむ

つの個別回収に、多分家の前で回収していた

だけるんかなと思うんですけど、そこの点中

身四点ほど確認したいと思います。 

 この福祉収集が使える対象世帯、対象は何

になるのか。対象世帯を聞きたいのと、対象

世帯の見込み数。その見込み数を見込んだ根

拠といいますか、どういう根拠からその見込
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みになっているのかと、あと、これ、人件費

が上がってきているわけですけど、もちろん

収集するためには人件費以外の費用もかかっ

てくると思います。その辺をどれぐらいのコ

ストを全体で見込んでいるのか。 

 もう一つは、ごみってごみ袋の中に入って

いると、中身が見えるものもあったら見えな

いものとかがあると思うんですけど、仮にこ

れを収集しに行った方が、中身をおむつと確

認できなかった場合は置いていかれるんです

か。それとも、収集していただけるんですか。 

 以上、お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えさせて

いただきます。今回うちの政策の目玉になろ

うかと思う予算でございます。ありがとうご

ざいます。 

 では、そもそもこの成り立ちから申します

と、本来福祉収集という制度を設けておりま

した。介護認定をされる方とか障がいがある

方につきましては、事前申請の面談した後に、

ごみを毎週１回取りに行くと。そのごみにつ

きましては、粗大ごみ以外は全て行っており

ました。この成り立ちはごみの週１を徹底さ

せていただくにあたりまして、やはりいろん

な意見がございました。生ごみのごみの中で

67％を占めていく、いわゆる生ごみ。47％を

占める生ごみと21％のいわゆるおむつ類があ

ったと。この週１を説明会等をさせていただ

く中で、生ごみの話は対策をいろいろさせて

もらっているのはご理解いただいていると思

うんですけども、おむつはどないもならんで

しょうと。高齢の方がおむつを持って引きず

って歩いていくと、これはどないかならない

んですかという声がありました。それにお応

えすべく週１回、最初は９番議員の一般質問

でも頂きまして、試験的にごみステーション

でおむつを保育園で収集しましたが、なかな

か集まらなかったと。でも、やっぱりおむつ

は必要だという形で、それこそ内部事情で言

うたら、市長に個別収集をと命じられまして、

個別収集を今回実施させていただきます。 

 対象世帯といたしましては、現在考えてお

りますのは、福祉収集は現在50世帯なんです。

この制度につきましては、今1,200世帯利用さ

れるんじゃないかというのを考えております。

まずは、紙おむつ等の利用世帯が900世帯、子

育て世帯が200世帯ほどと。75歳以上の高齢者

世帯、5,800世帯あるんですけども、そのうち

の15％の約900世帯、それと３歳未満子育て世

帯の1,000世帯のうち20％の200世帯、1,100

世帯ぐらいが利用されるのじゃないかなとは

見込んでおります。 

 収集の方法でコストですけども、今回２名

の任期付採用職員で対応するわけでございま

すけども、それはたまたまパッカー１台、今

余剰のほうがありますのでそれを回します。

ただし、それ以外にかかる燃料代としては、

１台年間100万円ぐらい、保険等で15万円と。

今回人件費を計上しましたが、あと100万円、

15万円、毎回ずっと毎週５日間回っていけば、

それぐらいはまたコストとしては含まれるの

かなとは考えております。 

 それと中身の確認ですけども、基本的には

福祉収集、いわゆるお年寄りのおむつの中に

ほかのが混ざっていても、それは受け取らせ

ていただきます。お年寄りの世帯のはおむつ

だけでなくても、入っていてもそれは取らせ

ていただこうと。ただし、子育て世帯は基本

的には、量が多いからどないかしてくれとい

う話で収集はさせてもらうんですけれども、

普通の一般家庭ごみは、当然、子育て世帯の

お父さん、お母さん、お若い方なので、それ

は皆さんで普通の収集場所、集積場所に出し

ていただけたらなと考えております。 

 以上でございます。 
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（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん、答

弁もれをご指摘ください。 

○14番（小西政宏君）混ざっていたら子育て

世帯のやつは置いていくというふうな感じで

聞いたと思うんです。僕が聞いたのは、中身

が確認できない場合、今の可燃ごみでも黒い

袋に全部入れて、その上から黄色い袋をかぶ

している方もいてます。そういう場合は持っ

ていくんですかと聞いています。お願いしま

す。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）すいません。

今のごみ出しでも二重ごみ、プラなんかはお

断りしているんですけども、可燃ごみにつき

ましてもお受け取りさせていただいています

ので、その中に悪意を持って、周りをおむつ

にして中に入っていればというのはやむなし

と。それと、出ているから、「これ、混ざって

いるから置いていくわ」となかなか言いづら

いものですから、それはケース・バイ・ケー

スだと思います。ただし、高齢者世帯につき

ましては収集させていただくんですけれども、

子育て世帯につきましてはそれはきっちりお

願いして、回収させていただきたいなと考え

ております。それは行政として、善意を信じ

て収集させていただいております。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。

実際、中身が確認できない場合は持っていっ

ていただけるということですから、福祉収集

という名の下に、実質可燃ごみの２回収集な

んだろうなって。個別で収集を実質可燃ごみ

で２回するんだろうなというふうにすごい捉

えられるんで、これを福祉収集という名の下

にしていくのはすごい矛盾というか、また、

継ぎはぎなような気がせんこともないんです

けど、その辺はまた予算委員会で聞いていた

だきたいと思います。中身は分かりました。

ありがとうございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、３

款、４款を終わります。 

 次に、５款労働費、６款農林水産業費、７

款商工費、167ページから200ページまで、質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、５

款から７款までを終わります。 

 次に、８款土木費、９款消防費、199ページ

から232ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、８

款、９款を終わります。 

 次に、10款教育費、231ページから284ペー

ジまで、質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）一点だけ。282ページ、

3327旧給食センター解体に要する経費でござ

います。細かいことは当然予算委員会に託し

たいと思いますが、ちょっとお伺いします。

一応計上なんであれなんですけども、一番聞

きたいのは、新しい給食センターをつくるた

めに、自分がその当時文教厚生委員長をしと

って、もっと深く勉強しとくべきだったとい

うのは反省しています、僕も。ただ、この最

適化事業債、有利な起債というのをしていく

中で、よかったと思って新しい給食センター、

またほんでハード的にもすばらしい給食セン

ターを建てたというのは、それはいまだに気

持ちは変わっておりません。 

 ただ、それに対しての、財政課長にもいろ

いろ勉強させていただいて、まだ答えが返っ

てきてない部分もあるんですけども、実質の

この補助金とかこういう起債とか、こういう



 

－181－ 

有利なことを使ったらやっぱり条件ってつい

とるんですね。それが多分これに来とるんか

なと思うんですけども、僕、今の教育部長は

ほんまに尊敬していますし、冗談抜きで、よ

くやってくれとるのは分かるんです。でも、

そういう表現をしてしまうと前の部長、その

前の部長のときになるんで、そこに矢を向け

るようなことを言ってしまうんですけど、実

際そうなんです。なぜこういう補助金を使う

とこういうルールがついてくるということを

そのときちゃんと説明しなかったのか。建て

るとか予算とか設計とかそういう大まかなこ

とは、委員会とか報告案件で教えてくれるん

です。あのときすごく記憶が残っているんで

すけど、米飯をするしないで教育長と大分け

んけんがくがくやりました。それはそれで僕

は後悔してませんし、教育長は教育長の職責

でやられたことなんで、それはそれでいいと

思うんです。ただ、前を向いての説明するん

やったら、こういう説明もちゃんとしておか

ないといかんのと違うんかということなんで

すね。今の部長は別にそのとき政策かどこか

違うところにおられたんで、そのときはその

ときの職責を全うされとると思うんです。こ

れに対しての僕、悔しい思いがあるんですよ。

その点について一点お伺いしたい。 

 あと、更地にして売れるんですか。 

 この二つお伺いします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ただ今のご質問な

んですけども、今回、新センターを建てる際

にその財源として、当時、公共施設等適正化

事業債というのをお借りして建てていってお

ります。多分この新センター建設にあたって

は、15番議員ご承知のとおり、文教厚生委員

会等々、また議会等々でも多くの議論がなさ

れてきたというふうにも思います。私としま

しては令和元年度、17番議員の一般質問にお

きまして、ここの橋本市の旧給食センターの

処分についての考え方をご質問いただきまし

て、そのときには新センターの供用開始から

５年以内に両センターについては廃止しなけ

ればなりませんというふうな答弁をさせてい

ただいてございます。そういう体の中で、行

政としましては幾つかこの事業を実施する際

にいろいろご説明を議会のほうにさせていた

だいておるわけなんですけども、その点のと

ころというのは、ご指摘いただいた点につい

ては真摯に受け止めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

 それから、解体を終えた後に実際さらに売

却できるのかということでございます。これ

につきましても、元年度の17番議員の一般質

問の際にも、仮に一旦、令和２年度について

は土地建物込みで売却をしていきたいと、そ

れが難しい状況であれば建物を早期に、令和

３年度以降処分をして、その上で土地につい

てまた売却も考えていきたいというようなこ

とを進めるという答弁をさせていただいてご

ざいます。ただ、令和２年度の売却の手続き

をしてきたときと、これは昨年５月に手続き

をしているわけなんですけども、現在では若

干諸条件も変わっているところもございます

ので、その辺については、一応基本はその考

え方の下、事務を進めていきたいというふう

に考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）僕、賢くないんで、僕

が聞き取れなかったのかも分からへんのやけ

ど、答弁もれじゃなくて２回目の質問で結構

です。更地にしたら売れるんかなということ

が明確に僕は聞こえれへんだんで、もう一回

ちゃんと教えてほしいのと、ただ、更地にな

らんでも売却は今まで手を挙げてやっとった

と思うんです。なぜ売れなかったかというこ

とを何回も議論してくれとると思うんでその
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辺は答弁はいいんですけども、売却に対して

の全体的に、前と今とルールも当然違うと思

うんやけど、どんな努力を、何回ぐらい会議

したのって、細かく言うて悪いんですけどね。

これは委員会でまた聞いてもうたらって言い

ながら聞いとるんですけど、１回こっきり出

してあかんださかいに、次２回目なんかなと

思うんですよ。市の財産を買いませんかとい

う、普通財産になって管財から来たときって

もっと細かく密に、これであかんだらじゃあ

こう、次はこうっていくと思うんですよ、問

合せもあって。もうちょっとこういう条件や

ったら買う人おったのにとか、その辺が見え

れへんから、努力してないとは言わないです

よ。でも、人事異動してしまっている以上は

引き継いだ方の責任なので、前の人を責める

わけにもいかんし、そこは受けてほしいと思

うんですけど、その辺をきっちりした上で打

っていくのが普通なんではないかということ

です。あとはそれ以上細かいことは聞きませ

ん。お願いします。 

○議長（土井裕美子君）まず答弁もれも含め

て、２回目の質問のお答えもよろしくお願い

いたします。 

 教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）更地になった後、

処分できるかということでございます。行政

としたらやはり財産については、公共施設等

に利用しないということであれば処分をして

いくというのは基本的な考え方がございます。

ですので、売れるかどうかというその辺の見

解というのはなかなか申し上げにくいんです

けれども、やはり行政としたら処分をしてい

くという考え方が一つの答えであるのかなと

いうふうに考えてございます。 

 それから、売却に至ったこの手順なんです

けども、昨年の５月に入札案件ということで

公告を出してございます。一応応募者が一人

もおらなかったということで、６月の段階で

不調に終わっております。その後、先着順と

いうか、随意契約の期間というのを一定期間

設けさせていただきまして、８月の下旬から

９月末にかけて再度募集をさせていただきま

した。これは条件的には同じ条件でございま

す。その際にも手を挙げていただける方がお

らなかったということで、今回の予算措置に

至っているところでございます。 

 一般的なこういう市の公共施設を廃止等し

た後の財産処分においては入札ということで

やっていくわけなんですけども、ある一定年

数がたってくるとその都度時点修正をした中

で、売却価格も見直した上で処分がされてい

っとるということでございますので、本来で

あればこの施設についてもそういう手順を踏

んでいくということにはなるんですけども、

一つ制約がありますのは、供用開始から５年

以内に処分をしなければならないという制約

がございますので、それを踏まえて事務を進

めておるというところでございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 実は機械を抜けよとか、機械は市で持てよ

とか、そういう話もしてもう少し安く売買で

きへんのかという確認は教育委員会と市長部

局でやらせてもらっています。ただ、残念な

ことに、あの橋本給食センターの上が危険地

域に、急傾斜、土砂災害やったかな、そこに

指定されてしまいましたので、そこに公共施

設を建てるということが絶対無理になりまし

たので、なかなか建物を建てるということは、

今の現状ではそういうことが民間に分かって

しまっていますので無理であろうと。 

 もう一つは耐震ができていない、アスベス



 

－183－ 

トが出てくるかもわからない、ダイオキシン

が出てくるか分からないというような問題も

ありまして、実際に見てもらったんですけど、

やはりいくら安く買っても、そこの解体費だ

けでも、予算を上げていますけど、相当な金

額がかかってくるのかなというのが一番大き

な問題になってきます。本当に、これ、僕も

予算を見て高いなと思いつつ、やっぱりダイ

オキシンの問題、そしてアスベストの問題、

これ、簡単に解体してそういうものが飛散し

て、紀見区の皆さんに迷惑をかけてもあかん

ので、そういうふうに今回は、まだ諦めては

ないんです。まだ何かいい方法がないんか、

できたら買ってほしいという思いはあるんで

すけれども、確率的には大分低くなったなと

いうふうな思いもあって、一応解体の予算を

取って、５年以内に解体ということも考えら

れますし、除却債も使えると思うんで、市の

負担としては一度に来るんではなくて、少し

ずつ改修をしていけるかなとは思っています。 

 跡地利用の問題については、実は紀見区の

ほうから、もしよかったら空いたところを使

わしてくださいねという話も、実は区長から

直接お話を頂いていますので、そこはそこで

また一旦解体してから売るという話をした中

で、もしもなければ、紀見区の例えば避難所

に、台風のときはあそこは駄目ですけど、地

震のときそういう使い方ができひんのか、公

園にしてくれというお話も来ているんで、そ

ういうことも含めてこれから残地については

検討していくということになろうとかと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）もうこれで終わります。

258ページ、公民館と郷土資料館建設に要する

経費のところです。ここでまず一点確認して

おきたいんですけども、令和２年12月議会の

委員会のほうで、その当時この経緯について

説明いただいています。初め公民館を建てて

くれよということで、市長のところへ区長ら

が来ていただいて、市長のほうから一回区の

ほうでまとめてくれというふうに、要望書を

出してくれじゃないですけど、まとめてくれ

というふうに言っていただいたと。区のほう

から旧紀見小学校跡地がいいというふうな要

望書が来ている中で場所を選定したというふ

うに聞いています。そのときの答弁で、地域

の運営組織のこととか、そういった点につい

て議論していったんかというふうに聞かせて

いただいたら、特にそういったところは議論

はなかったというふうに答弁を頂いています

けども、これは今でももちろん変わりはない

と思うんですが、一点先に確認させてくださ

い。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今回の紀見地区公

民館の移転新築、そして郷土資料館との複合

化ということにつきまして、当然、公民館の

役割ということにつきましては生涯学習活動

の拠点であり、また地域の拠点であるという

位置づけを地区公民館についてはしてござい

ます。そういうことも踏まえた中での新たな

公民館と郷土資料館との複合化ということで

の今回のご提案ということになっております。

直接その内容の議論はあったかということに

ついては、そこに直接触れることはなかった

のかなというふうに私のほうでは感じておる

んですけども、施設の意味合いとしたら、そ

の地域の活動拠点の一つでもあるという位置

づけとして考えてございます。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。

なので、基本的には議論はなかったかなと。

公民館はその中で地域の核として重要な場所
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であるという意味合いでは、教育部局として

は考えてあそこにしたというふうだったと思

います。令和元年の９月議会の一般質問で総

合政策部長に、地域運営組織の拠点って必要

ですかということを聞かせていただいている

ときには、必要不可欠であるというふうに聞

いています。その中身においては、公民館や

小学校についても拠点となり得る選択肢の一

つであるというふうに答弁を頂いています。 

 私が言いたいのは、あそこの場所がいい悪

いどうこうではなくて、それこそ今これから

の橋本市で持続可能にやっていこうと思った

ら、市長も言っていただいているように、市

民の皆さんと一緒になって協働してやってい

かなあかんって、これ、本当にこのまちの要

やと思っています。だから、その拠点をどこ

に置くのかというのは非常に重要であって、

箱物というのは一回建てたら、この先50年ぐ

らいはそのまちの形を決めてしまうものだと

私は思っていますので、一回建ててしまうと

取り返しがつかないと、そういうふうに思っ

ています。という中で、先ほど答弁を頂いた

ように、そういったこれからまちの根幹を決

めていくような内容を議論していないという

のは、非常に問題があるというふうに私は思

っているんですけど、その点、教育部長、ど

ういうふうにお考えですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今回、この公民館

施設を新たに建設、複合化施設としてしてい

くということの議論の中では、当然将来的な

人口推移等も見据えた上である一定の議論は

してございます。地域主体のまちづくりとい

う観点ということについては、その中で教育

委員会としては、その観点は入ってきたとい

うふうには感じております。ただ、具体的に

地域運営組織ということに関しては、今現在、

総合政策部のほうでそれぞれの団体との協議

ということも始まっているというふうに思っ

ていますので、その中である一定の答えが出

てくる中で一つの方策というのが出てくると

思いますので、地域活動の拠点という、また

地域づくりの拠点というような視点が全く議

論されていないということではないというふ

うに私は思っております。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）小西議員の質問にお答

えをします。 

 私、公民館というのは基本的には中学校区

に一つになっていると思います。それではち

ょっと広過ぎるなと。やっぱり小学校を拠点

とした地域運営組織であったり、そこで地域

のためのまちづくりを考えるべきかなという

ふうに思っています。これから大事なのは、

小学校区の中で公民館というよりも、今空き

教室が出てきている小学校をどう使うかとい

うことも、これ、大きな課題やと思うんです。

あやの台と紀見小学校は生徒が多いんで空き

教室もないのが現状なんですけど、そういう

中で、これから今各地域で第２層の支援協議

体もつくっていただいていますので、それと

いうのはどちらかというと小学校単位で考え

ていただいていると思います。だから、その

中で僕は、先ほど岡潔さんの柱本小学校の話

も出てきていましたけど、これから生徒数が

減ってくる小学校をいかに地域の拠点として

動かしていくかということが重要かなという

ふうに思います。 

 特に、城山台とか境原小学校というのは、

距離が近過ぎるという問題もあろうかなと思

いますし、いずれ紀ノ光台から来ている子ど

もたちも、どちらかというとあやの台のほう

へ通学区を変えていく必要も出てくるのかな

というふうになると、逆に境原小学校って、

これからどういう使い方をするんだよと。あ
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そこはさすがに売ろうと思っても売れへんと

思うんで、そういう小学校の中で地域の活動

をどういうふうにやっていく。だから、境原

小学校でしたら、境原とか細川とか杉尾とか

紀見とか小峰台とか、地域を中心にした支援

協議体の拠点にしていただければありがたい

と思いますし、そういうふうなことをこれか

ら私どもは考えていきたいということで、紀

見公民館につきましてはやっぱり真ん中ぐら

いに持ってくるのが、今まで柿ノ木坂、御幸

辻とか、ちょっと遠かった部分もありました

し、そしてさつき台ができた、みゆき台がで

きたということのバランスを考えたら、あそ

こが一番いいのかなというふうに決めさせて

もらいました。小西議員が言われるように、

これからは小学校単位で地域づくりというの

を考えていく必要があるなというふうに考え

ておりますので、その辺はご理解していただ

きたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、10

款を終わります。 

 次に、11款災害復旧費、12款公債費、13款

諸支出金、14款予備費、283ページから286ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。 

 ５ページをお開きください。 

 １款市税、２款地方譲与税、３款利子割交

付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所

得割交付金、５ページから10ページまで、質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、１

款から５款までを終わります。 

 次に、６款法人事業税交付金、７款地方消

費税交付金、８款ゴルフ場利用税交付金、９

款自動車税環境性能割交付金、10款地方特例

交付金、11款地方交付税、12款交通安全対策

特別交付金、９ページから12ページまで、質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、６

款から12款までを終わります。 

 次に、13款分担金及び負担金、14款使用料

及び手数料、15款国庫支出金、16款県支出金、

17款財産収入、18款寄附金、11ページから40

ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、13

款から18款までを終わります。 

 次に、19款繰入金、20款繰越金、21款諸収

入、22款市債、39ページから56ページまで、

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、歳入を終わります。 

 それでは、一般会計予算全般について行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第13号に

ついては、８人の委員をもって構成する令和

３年度予算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査することにいたしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、議案第13号については、８人の委員を
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もって構成する令和３年度予算審査特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決しました。 

 令和３年度予算審査特別委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第１項の規定

により、議長において、 

 ２番 垣内さん、４番 森下さん、 

 ８番 杉本さん、９番 南出さん、 

 11番 阪本さん、13番 田中さん、 

 17番 岡さん、 18番 中本さん、 

 以上８人を指名いたします。 

                     

 日程第37 議案第14号 令和３年度橋本市

国民健康保険特別会計予算について から、

日程第48 議案第25号 令和３年度橋本市

病院事業会計予算について までの12件 

○議長（土井裕美子君）日程第37 議案第14

号 令和３年度橋本市国民健康保険特別会計

予算について から、日程第48 議案第25号 

令和３年度橋本市病院事業会計予算について 

までの12件を一括議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 まず、議案第14号 令和３年度橋本市国民

健康保険特別会計予算について 質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、次に、議案第15号 令和３年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第16号 令和３年度橋本市駐車場事

業特別会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第17号 令和３年度橋本市墓園事業

特別会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第18号 令和３年度橋本市農業集落

排水事業特別会計予算について 質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第19号 令和３年度橋本市土地区画

整理事業特別会計予算について 質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第20号 令和３年度橋本市介護保険

特別会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第21号 令和３年度橋本市後期高齢

者医療特別会計予算について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの
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で、次に、議案第22号 令和３年度橋本市工

業団地造成事業特別会計予算について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第23号 令和３年度橋本市水道事業

会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第24号 令和３年度橋本市下水道事

業会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、次

に、議案第25号 令和３年度橋本市病院事業

会計予算について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております、議案第14号

から議案第25号までの12件については、令和

３年度予算審査特別委員会に付託いたしたい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、議案第14号から議案第25号までの12件

については、令和３年度予算審査特別委員会

に付託し、審査することに決しました。 

 この際、２時10分まで休憩いたします。 

（午後１時45分 休憩） 

                     


